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学
生
納
付
特
例
制
度

国 民 年
金
ナ   ー

ーコ

　

日
本
国
内
に
住
む
す
べ
て
の
人

は
、
20
歳
に
な
っ
た
時
か
ら
国
民

年
金
の
被
保
険
者
と
な
り
、
保
険

料
の
納
付
が
義
務
付
け
ら
れ
ま
す

が
、
学
生
に
つ
い
て
は
、
申
請
に

よ
っ
て
在
学
中
の
保
険
料
納
付
を

猶
予
す
る﹁
学
生
納
付
特
例
制
度
﹂

が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

国
民
年
金
の
保
険
料
が
未
納
に

な
っ
て
い
る
と
、
万
一
、
病
気
や

ケ
ガ
で
重
い
障
が
い
が
残
っ
た
と

き
に
障
害
基
礎
年
金
が
受
け
取
れ

な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
学
生

納
付
特
例
が
承
認
さ
れ
た
期
間
は

障
害
年
金
の
受
給
資
格
要
件
に
含

ま
れ
ま
す
。
学
生
で
あ
っ
て
所
得

が
少
な
く
保
険
料
の
納
付
が
困
難

な
場
合
は
、
学
生
納
付
特
例
を
申

請
し
ま
し
ょ
う
。

■
対
象
と
な
る
学
生

　

大
学（
大
学
院
）、
短
期
大
学
、

高
等
学
校
、
高
等
専
門
学
校
、
専

修
学
校
お
よ
び
各
種
学
校
な
ど
に

在
学
す
る
方
の
う
ち
、
本
人
の
所

得
が
一
定
以
下
の
方

■
特
例
対
象
期
間

　

４
月
か
ら
翌
年
３
月
ま
で
の
１

年
間
。

　

年
度
の
途
中
に
20
歳
を
迎
え
る

方
は
、
誕
生
日
の
前
日
の
属
す
る

月
か
ら
と
な
り
ま
す
。

■
手
続
き

　

役
場
窓
口
に
備
え
付
け
の
申
請

書
ま
た
は
年
金
事
務
所
か
ら
送
付

さ
れ
た
申
請
書
に
、
必
要
事
項
を

記
入
し
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

申
請
に
は
、
平
成
23
年
度
有
効

の
学
生
証
の
写
し（
ま
た
は
在
学

証
明
書
）の
添
付
が
必
要
と
な
り

ま
す
。

　

年
度
の
途
中
に
20
歳
を
迎
え
る

方
は
、
年
金
事
務
所
か
ら
送
付
さ

れ
る﹁
資
格
取
得
届
﹂と
あ
わ
せ

て
、
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
注
意
事
項

▽
特
例
の
承
認
を
受
け
て
か
ら
10

年
以
内
の
期
間
は
、
さ
か
の
ぼ
っ

て
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と（
追

納
）が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
承

認
を
受
け
た
期
間
か
ら
３
年
度
目

以
降
に
追
納
す
る
場
合
は
、
加
算

額
が
加
わ
り
ま
す
。

▽
特
例
の
承
認
を
受
け
た
期
間

は
、
年
金
の
受
給
資
格
期
間
に
は

含
ま
れ
ま
す
が
、
保
険
料
を
追
納

し
な
け
れ
ば
、
年
金
額
に
は
反
映

さ
れ
ま
せ
ん
。

▽
保
険
料
を
追
納
す
る
場
合
は
、

納
付
書
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
基

礎
年
金
番
号
が
確
認
で
き
る
書
類

（
年
金
手
帳
な
ど
）を
ご
準
備
の
う

え
、
役
場
窓
口
に
て
手
続
き
く
だ

さ
い
。

▽
毎
年
度
申
請
が
必
要
と
な
り
ま

す
が
、
毎
年
２
月
下
旬
ま
で
に
納

付
特
例
の
承
認
を
受
け
た
方
で
引

き
続
き
在
学
予
定
で
あ
る
方
に

は
、
は
が
き
形
式
の
申
請
書
が
送

付
さ
れ
ま
す
の
で
、
手
続
き
く
だ

さ
い
。
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不法投棄が多発！
みんなで防止
しましょう

　最近町内において、不法
投棄が多発しています。
　道路沿いや農地、山林、
河川に、家庭のごみや飲料
容器、廃家電、廃タイヤな
どが捨てられています。
　不法投棄されやすい場所
としては、住家の少ない場
所、人の往来の少ない場所、
以前からの不法投棄物が存
在する場所などです。
　悪質な例としては、ト
ラックで大量の廃タイヤや
廃家電などを持ち込み、山
林や農地、道路沿いに投棄
しています。
　不法投棄は犯罪です。廃
棄物処理法により禁止され
ています。ごみは町が定め
た方法に沿って、正しく処
理してください。
　また、不法投棄防止のた
め、町民の皆さんが一体と
なり、「私たちの町では、
不法投棄を許さない」とい
う意識を高め、不法投棄を
発見した場合、投棄してい
る現場を見た場合には、役
場や警察などへの通報をお
願いします。

問町民生活課  ☎72︲6933

不法投棄されたごみ


